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昭和初期のラジオ番組「家庭講座」の「家庭」に関する一考察

本　間　理　絵＊，綿　抜　豊　昭＊＊

Study of“Katei”of“Katei-Koza”that is radio programs brordcast at the beginning of
the Showa era

Rie Honma＊，Toyoaki Watanuki＊＊

抄録
昭和元年（1925）７月12日，社団法人日本放送協会（現「NHK」の前身）はラジオ第１放送を

開始した。その開始まもなくに放送された女性向け番組は「家庭講座」である。第２次世界大戦終
了以前のラジオ放送教育の社会的な役割については，番組編成の分析を通してラジオ放送が「国民
教化」の一翼を担ったとされる。ラジオ放送初期の役割の一つが「国民教化」であったとした場合，
最初の女性向け番組である「家庭講座」もラジオ番組である以上，「国民教化」と何らかのかかわ
りがあったと考えるべきであろう。とすれば，日本国民の女性をどのように教化しようとしたのか。
それは「家庭講座」の「家庭」に込められていたのではないかと考えられるが，これまでのラジオ
放送教育に関する研究では，特にその点に注目するものはなかった。ものごとの命名が確固たる目
的等をもってなされるとは必ずしも限らないが，はじめての番組名が何となく付けられたとは考え
難く，放送する側に，それなりの意図があって命名されたと思われる。「家庭講座」の「家庭」に
着目し，「家庭」ということばに対して当時の人々が持ったイメージについて調査した結果，「家庭
講座」が「良妻賢母主義教育」という，国にとって有益な人材の育成のための「国民教化」を目指
したものであると考えられる。

Abstract
Japan Broadcasting Corporation, the antecedent of NHK，began to broadcast on the radio at first on

July 12th, 1925.  Immediately after that,“Katei-koza (Home course)”, the program for home women
was begun to broadcast.  It is thought that the Radio educational program played a part of “educating
people”as a social role，through the analysis of organizing program before World War II.  If one of
the roles of the radio broadcasting had been“educating people”on early time，it is necessary to
think“Katei-koza”, the first radio program for women, should also have been related to“educating
people”.  If it was so, how did the broadcasting center try to educate Japanese women?  The key to
solve the question seems to be put in the word of“Home”of“Home course”.  There has been no
one to pay attention to this point especially in the research on a current radio broadcasting education,
though the naming has not necessarily the steady purpose, It is not easily thought that the naming of
the first radio program was done without any special meanings, but that it was named by a moderate
intention of the broadcasting center.  By paying attention to“Home”of“Home course”, and by in-
vestigating the image which people had at that time, it seems that“home course”was aimed at“the
principle of dutiful wife and devoted mother of education”, which is in the name of “educating people”
to train human resources for the national benefit.
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１
　
は
じ
め
に

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
七
月
十
二
日
、
社
団
法
人
東
京
放
送
局
（
現
在
の
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
」

の
前
身
）
は
ラ
ジ
オ
本
放
送
を
開
始
し
た
。
放
送
直
後
に
は
じ
ま
っ
た
家
庭
婦
人
向
け
番
組
が

「
家
庭
講
座
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
日
中
戦
争
」
が
は
じ
ま
る
と
、
時
局
に
あ
わ
せ
た
放
送

内
容
に
な
っ
て
い
く
が
、そ
れ
ま
で
は
ラ
ジ
オ
放
送
に
お
け
る
家
庭
婦
人
向
け
番
組
の
中
核
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
終
了
以
前
の
ラ
ジ
オ
放
送
教
育
の
社
会
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
、す
で
に

野
村
和
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
注
１
）、
先
行
研
究
で
は
、
番
組
編
成
の
分
析
を
通
し
て

ラ
ジ
オ
放
送
が
「
国
民
教
化
」
の
一
翼
を
担
っ
た
と
の
考
察
に
至
る
も
の
が
多
い
。「
ラ
ジ
オ

放
送
」
と
「
国
民
教
化
」
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
通
説
と
い
っ
て
問
題
あ
る
ま
い
（
注

２
）。で

は
、
ラ
ジ
オ
放
送
初
期
の
役
割
の
一
つ
が
「
国
民
教
化
」
で
あ
っ
た
と
し
た
場
合
、
最
初

の
家
庭
婦
人
向
け
番
組
で
あ
る
「
家
庭
講
座
」
も
ラ
ジ
オ
番
組
で
あ
る
以
上
、「
国
民
教
化
」
と

何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
日
本
国
民
の
女
性
を

ど
の
よ
う
に
教
化
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
「
家
庭
講
座
」
の
「
家
庭
」
に
込
め
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
ラ
ジ
オ
放
送
に
関
す
る
研
究
で
は
、
特

に
そ
の
点
に
注
目
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
も
の
ご
と
の
命
名
が
、
確
固
た
る
目
的
等
を
も
っ

て
な
さ
れ
る
と
は
、
必
ず
し
も
限
ら
な
い
が
、
は
じ
め
て
の
番
組
名
が
何
と
な
く
付
け
ら
れ
た

と
は
考
え
が
た
い
。放
送
す
る
側
に
、そ
れ
な
り
の
意
図
が
あ
っ
て
命
名
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、「
家
庭
講
座
」
の
「
家
庭
」
に
着
目
し
、「
家
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
に
対
し
て
当
時

の
人
々
が
持
っ
た
で
あ
ろ
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
家
庭
講
座
」

が
「
良
妻
賢
母
主
義
教
育
」（
注
３
）
と
い
う
、
国
に
と
っ
て
有
益
な
人
材
の
育
成
の
た
め
の

「
国
民
教
化
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
家
庭
」
は
、
わ
ず
か
二
文
字
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
も
放
送
で
用
い
続
け
ら
れ
た
こ

と
ば
で
あ
り
、
放
送
す
る
立
場
の
者
が
ど
の
よ
う
な
「
語
感
」
を
持
っ
て
い
た
か
を
考
察
す
る

こ
と
は
放
送
文
化
研
究
上
無
意
味
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

ま
た
、
日
本
放
送
出
版
協
会
が
発
行
す
る
番
組
用
の
教
材
テ
キ
ス
ト
は
、
昭
和
六
年
（
一
九

三
一
）
の
発
刊
以
来
、
今
日
ま
で
約
八
十
年
の
歴
史
を
持
つ
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
中
心
的
存
在

で
も
あ
っ
た
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ビ
と
結
び
つ
い
た
出
版
物
と
し
て
影
響
力
も
あ
り
、日
本
の

出
版
史
上
に
お
い
て
特
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
教
材
テ
キ
ス
ト
の
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中
で
も
主
要
な
位
置
を
占
め
る
「
家
庭
テ
キ
ス
ト
」
は
看
過
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
起

源
に
あ
た
る
番
組
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と

は
、
出
版
史
の
上
で
も
有
意
義
な
こ
と
と
考
え
る
。

２
　「
家
庭
」
の
意
味

現
在
、日
本
語
で
書
か
れ
た
国
語
辞
典
の
中
で
も
っ
と
も
詳
し
い
と
さ
れ
る『
日
本
国
語
大

辞
典
　
第
二
版
』（
平
成
十
三
年
（
二
○
○
一
）、
小
学
館
）
は
「
家
庭
」
の
意
味
と
し
て
、
次

の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

①

一
家
の
内
。
家
。
家
内
。
ま
た
、
家
族
。

②

夫
婦
・
親
子
を
中
心
に
し
た
血
縁
者
の
生
活
す
る
最
も
小
さ
な
社
会
集
団
。
ま
た
、
そ
の

生
活
の
場
所
。

③

屋
敷
内
の
、
建
物
の
前
。
家
の
庭
。

「
家
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』（
修
訂
第
二
版
、
平
成
元
年
（
一

九
八
九
）、
大
修
館
書
店
）
で
は
、
①
の
意
味
と
し
て
、『
後
漢
書
』
な
ど
の
用
例
を
あ
げ
、「
一

家
の
内
、
家
族
の
居
る
所
。
家
門
。
又
、
家
族
」
と
し
、
②
の
意
味
と
し
て
、『
宋
史
』
の
用

例
を
あ
げ
、「
堂
階
の
庭
。
い
へ
の
に
は
」
と
す
る
。「
家
庭
」
は
、
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
意

味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
た
め
か
、
日
本
で
も
こ
の
二
つ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
一
家
の
内
」
の
意
味

の
用
例
は
後
で
ふ
れ
る
。「
家
の
庭
」
の
意
味
で
は
、
た
と
え
ば
平
安
時
代
前
期
の
代
表
的
漢

詩
人
で
あ
る
嶋
田
忠
臣
『
田
氏
家
集
』（
寛
平
四
年
（
八
九
二
）
頃
成
）「
巻
下
」
所
載
の
漢
詩

「
夏
日
竹
下
命
小
飲
」
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
注
４
）。

家
庭
養
碧
尋
常
酔

こ
れ
は
、「
庭
」
が
「
碧
」
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
家
庭
」
の
字
面
の
と
お
り
「
家

の
庭
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
家
庭
」
の
用
例
は
見
つ
け
ら
れ
る
も
の

の
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ま
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
か
、
そ
の
用
例
は

多
く
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
発
行
さ
れ
た
大
槻
文
彦
著
作
兼

発
行
『
言
海
』、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
発
行
さ
れ
た
山
田
美
妙
編
『
日
本
大
辞
書
』

（
日
本
大
辞
書
発
行
所
）
で
「
家
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
右
の
辞
書
が
発
行
さ
れ
た
こ
ろ
、「
家
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

変
わ
り
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
は
「
家
庭
」
の

「
語
誌
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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生
活
の
場
を
指
す
語
と
し
て
は
明
治
初
期
ま
で
は
「
家
内
」「
家
」
が
主
に
用
い
ら
れ
た

が
、
明
治
二
○
年
代
（
一
八
八
七
〜
九
六
）
に
入
る
と
、
雑
誌
を
中
心
に
「
家
庭
」
の
語

が
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。ち
ょ
う
ど
従
来
の
日
本
の
封
建
的
な
家
の
あ
り
方
を

改
革
し
て
西
洋
風
の
新
し
い
生
活
様
式
を
求
め
る
時
期
で
（
中
略
）「
家
庭
」
を
ホ
ー
ム

の
訳
語
と
す
る
意
識
も
生
ま
れ
る
。

た
と
え
ば
明
治
時
代
に
さ
か
ん
に
編
ま
れ
た
唱
歌
集
の
一
つ
で
あ
る
四
竈
訥
治
選
曲『
家
庭

唱
歌
　
第
一
集
』
の
出
版
は
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
で
あ
り
、
後
で
ふ
れ
る
が
、
実
際
に

明
治
時
代
の
雑
誌
・
新
聞
を
見
る
と
「
雑
誌
を
中
心
に
「
家
庭
」
の
語
が
頻
繁
に
登
場
す
る
よ

う
に
な
る
」
と
す
る
の
は
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

明
治
時
代
以
後
、「
家
庭
」
は
、「
家
族
」
や
「
生
活
の
場
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
、「
家

の
庭
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
発
行
さ
れ
た

上
田
万
年
・
松
井
簡
治
著
『
大
日
本
国
語
辞
典
』（
冨
山
房
）
に
は
「
一
家
の
内
、
う
ち
、
か

な
い
」
と
あ
り
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
発
行
さ
れ
た
落
合
直
文
著
『
言
泉
』（
大
倉
書

店
）、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
発
行
さ
れ
た
大
槻
文
彦
著
『
大
言
海
』（
冨
山
房
）
は
と
も

に
「
一
家
の
内
」「
家
族
の
居
る
と
こ
ろ
」
と
す
る
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に
刊
行
さ
れ

た
山
田
俊
雄
他
編
『
新
装
改
訂
　
新
潮
国
語
辞
典
』（
新
潮
社
）
は
「
主
人
を
中
心
に
夫
婦
、
親

子
な
ど
が
生
活
を
す
る
小
集
団
。
ま
た
、
そ
の
生
活
す
る
所
」
と
し
、
平
成
二
十
年
（
二
○
○

八
）
に
刊
行
さ
れ
た
新
村
出
編
『
広
辞
苑
　
第
六
版
』（
岩
波
書
店
）
も
「
夫
婦
・
親
子
な
ど

の
家
庭
が
一
緒
に
生
活
す
る
集
ま
り
。
ま
た
一
家
族
が
生
活
す
る
所
」
と
あ
る
の
み
で
、
今
日

で
も
、「
家
の
庭
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

３
　「
庭
」
の
意
味

「
家
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
家
」
と
「
庭
」
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
も
し
「
庭
」
が
「
家
」

に
し
か
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
家
」
と
付
け
ら
れ
た
り
は
し
な
い
。「
庭
」
は
、
も

と
も
と
何
か
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
空
間
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
の
古
語
辞
典
の
中
で
も
っ
と
も

詳
し
い
と
さ
れ
る
中
村
幸
彦
他
編『
角
川
古
語
大
辞
典
　
第
四
巻
』（
平
成
六
年（
一
九
九
四
）、

角
川
書
店
）
の
「
に
は
」
の
項
で
は
、
ま
ず
①
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

野
外
の
、
何
か
事
を
行
う
た
め
の
場
所
。
本
来
は
、
家
の
小
口
の
前
の
場
所
で
、
農
作
業

を
行
う
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
を
祭
る
所
で
も
あ
っ
た
。
の
ち
に
、
広
く
一
般
に
事

を
行
う
場
を
さ
す
よ
う
に
な
る
。
場
（
ば
）
は
こ
の
意
の
「
に
は
」
の
転
。

首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
日
本
の
現
存
最
古
の
歌
集
で
あ
る
『
万
葉
集
』（
奈
良

時
代
末
期
成
る
）
に
は
、
以
下
の
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）。

武
庫
の
海
の
庭
よ
く
あ
ら
し
い
ざ
り
す
る
海
人
の
釣
船
波
の
上
ゆ
見
ゆ

（
巻
第
十
五
・
三
六
○
九
）

「
武
庫
の
海
の
庭
」
は
「
武
庫
の
海
の
漁
場
」
の
意
で
、「
庭
」
は
「
場
」
の
意
味
で
あ
る
。

ま
た
第
四
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
応
徳
三
年
（
一
○
八
六
）
成
）
に
は

以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
注
６
）。

い
に
し
へ
の
別
れ
の
庭
に
あ
へ
り
と
も
け
ふ
の
な
み
だ
ぞ
な
み
だ
な
ら
ま
し

（
雑
六
・
釈
教
・
一
一
七
九
）

「
い
に
し
へ
の
別
れ
の
庭
」
は
「
昔
、
釈
尊
が
涅
槃
に
入
ら
れ
た
そ
の
場
」
の
意
で
、
こ
こ

で
も
「
庭
」
は
「
場
」
の
意
味
で
あ
る
。

４
　「
家
」
の
「
庭
」

先
に
み
た
よ
う
に
、「
庭
」
は
「
何
か
事
を
お
こ
な
う
た
め
の
場
所
」
の
意
で
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
先
に
と
り
あ
げ
た
『
万
葉
集
』
の
「
海
の
庭
」
で
は
、
漁
が
お
こ
な

わ
れ
る
か
ら
「
漁
場
」
と
い
う
訳
が
な
さ
れ
る
。

で
は
「
家
」
の
「
庭
」
で
は
何
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。

そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
注
目
し
た
い
の
は
『
論
語
』
で
あ
る
。
日
本
人
の
思
想
・
倫

理
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
書
物
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
述
べ
る
必
要

は
あ
る
ま
い
。
特
に
江
戸
時
代
は
、
藩
校
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
、
少
な
く
と

も
武
士
の
多
く
は
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
『
論
語
』（
季
氏
編
）
に
以
下
の
よ
う
に
あ

る
（
注
７
）。

陳
亢
問
於
伯
魚
曰
。
子
亦
有
異
聞
乎
。
対
曰
。
未
也
。
嘗
独
立
。
鯉
趨
而
過
庭
。
曰
。
学
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詩
乎
。
対
曰
。
未
也
。
不
学
詩
無
以
言
。
鯉
退
而
学
詩
。
他
日
又
独
立
。
鯉
趨
而
過
庭
。

曰
。
学
礼
乎
。
対
曰
。
未
也
。
不
学
礼
無
以
立
。
鯉
退
而
学
礼
。

孔
子
が
、
庭
に
走
る
子
の
「
鯉
」（
伯
魚
）
を
よ
び
と
め
て
、「
詩
」
と
「
礼
」
を
学
ぶ
べ
き

こ
と
を
説
い
た
話
で
あ
る
。
そ
の
故
事
に
よ
っ
て
で
き
た
こ
と
ば
が
「
庭
訓
」
で
あ
る
。
前
掲

『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

家
庭
内
で
子
に
教
育
す
る
こ
と
。
有
識
者
が
作
法
を
教
え
指
導
す
る
こ
と
。
ま
た
、
親
が

子
に
あ
た
え
る
教
訓
。

「
庭
訓
」
は
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
国
語
辞
書
『
色
葉
字
類
抄
』
に
掲
載
さ
れ
、

藤
原
定
家
の
日
記
『
明
月
記
』（
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
三
月
三
日
条
）
に
も
み
ら
れ
、『
太

平
記
』（
一
三
七
一
年
頃
成
）
の
「
七
・
吉
野
城
軍
記
」
に
は
「
父
大
ニ
諫
テ
（
中
略
）
庭
訓

ヲ
残
シ
ケ
レ
バ
」
と
あ
る
（
注
８
）。

ま
た
「
庭
訓
」
を
訓
読
し
た
「
庭
の
を
し
へ
」
は
、
室
町
幕
府
第
九
代
将
軍
足
利
義
尚
が
、

細
川
勝
元
の
十
三
回
忌
に

た
ら
ち
ね
の
庭
の
を
し
へ
は
残
る
と
も
い
さ
め
し
道
の
跡
や
恋
し
き

（
常
徳
院
詠
、
一
九
六
）

と
詠
ん
で
お
り
（
注
９
）、
ま
た
第
二
番
目
の
准
勅
撰
連
歌
集
『
新
撰
菟
玖
波
集
』（
寛
正
六
年

（
一
四
六
五
）
成
）
に

忘
れ
草
し
げ
き
を
家
の
を
し
へ
に
て
　
　
　

（
巻
第
十
五
・
雑
連
歌
三
・
二
九
八
八
）

と
あ
る
（
注
10
）。
ま
た
戦
国
大
名
と
し
て
知
ら
れ
る
最
上
義
光
が
注
を
付
し
た
『
連
歌
新
式
』

に
も

庭
の
お
し
へ
　
お
や
の
お
し
へ

と
あ
る
（
注
11
）。
ま
た
第
十
一
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
『
続
古
今
和
歌
集
』（
文
永
二
年
（
一
二

六
五
）
成
）
に
以
下
の
和
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
（
注
12
）。

ね
を
ぞ
な
く
や
よ
ひ
の
は
な
の
か
れ
し
よ
り
を
し
へ
ぬ
に
は
の
あ
と
を
な
が
め
て

（
巻
第
十
六
・
哀
傷
歌
・
一
三
八
八
）

「
庭
の
教
へ
」
と
は
な
い
も
の
の
そ
れ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

５
　「
庭
訓
」
の
普
及

先
の
よ
う
に
「
庭
訓
」
は
平
安
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
、
さ
か
ん
に
使
用
さ
れ
た
テ
キ

ス
ト
は
「
庭
訓
往
来
」
で
あ
り
、「
庭
訓
」
が
書
名
に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
た
と
え
ば

以
下
の
よ
う
な
も
の
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

『
庭
訓
往
来
絵
抄
』　
　
　
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
刊

『
庭
訓
往
来
諺
解
大
成
』　
元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
刊

『
庭
訓
往
来
具
注
抄
』　
　
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
刊

当
時
は
い
わ
ゆ
る
「
男
社
会
」
で
あ
る
か
ら
、
男
性
し
か
読
ま
な
い
も
の
、
女
性
し
か
読
ま

な
い
も
の
を
除
け
ば
、
特
に
書
名
に
「
女
」
が
付
い
て
い
な
い
場
合
は
男
性
向
け
の
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
前
掲
の
「
庭
訓
往
来
」
は
男
性
向
け
の
も
の
で
あ
る
。
女
性
向
け
の
「
庭
訓
往

来
」
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

『
女
庭
訓
往
来
和
錦
抄
』　
天
保
頃
（
一
八
三
○
〜
一
八
四
三
）
刊

『
女
庭
訓
往
来
教
文
庫
』　
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
刊

『
女
庭
訓
往
来
』　
　
　
　
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
刊

こ
の
よ
う
な
書
物
を
通
し
て
、「
庭
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
、
今
日
で
い
う
「
教

育
」
を
結
び
つ
け
る
発
想
が
培
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
家
庭
」
と
い
う
こ
と

ば
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
代
に
創
刊
さ
れ
た
教
育
雑
誌

の
誌
名
が
「
庭
訓
草
紙
」（
注
13
）
で
あ
る
こ
と
は
、「
庭
訓
」
が
明
治
時
代
に
も
使
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

石
川
松
太
郎
は
、「
庭
訓
」
の
普
及
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
注
14
）。

『
庭
訓
』
の
普
及
は
、
封
建
制
度
に
も
と
づ
く
教
育
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
を
解
消
さ

せ
て
い
く
う
え
で
大
き
な
役
わ
り
を
は
た
し
た
。
も
う
一
歩
を
す
す
め
て
い
え
ば
、
世
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代
・
身
分
・
職
種
・
地
域
と
い
っ
た
封
建
的
な
枠
ぐ
み
を
こ
え
て
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
、

『
庭
訓
』
を
と
お
し
て
、
同
一
の
教
材
を
、
同
一
の
学
習
順
序
で
学
び
と
っ
て
い
く
事
態

が
う
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、近
代
社
会
の
国
民
教
育
が
成
立
す
る
た
め
の
地
な
ら

し
が
、音
も
た
て
な
い
ほ
ど
の
も
の
静
か
さ
で
は
あ
る
が
、着
実
に
行
な
わ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、「
庭
訓
」
の
普
及
は
、「
国
民
教
化
」
と
結
び
つ
く
「
語
感
」
を
ひ
ろ
く
培
っ

た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

６
　
明
治
時
代
の
「
家
庭
」

『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）

代
に
な
る
と
雑
誌
を
中
心
に
「
家
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
が
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
た

と
え
ば
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
か
ら
同
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い

た
徳
富
蘇
峰
主
宰
の
雑
誌
名
は
『
家
庭
雑
誌
』
で
あ
る
。

し
か
し
、「
家
庭
」
と
い
う
こ
と
ば
が
一
般
に
定
着
し
た
の
は
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
代

で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
創
刊
さ
れ
た
『
女
学
雑
誌
』
の
「
家
政
」

欄
が
「
家
庭
」
欄
に
か
わ
る
の
も
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
創
刊
さ
れ
た
『
女
鑑
』

の
「
家
政
」
欄
が
「
家
庭
」
欄
に
か
わ
る
の
も
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
八
）
代
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
り
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
○
六
）
に
創
刊
さ
れ
た
『
婦
人
世
界
』
は
創
刊
当
初
か
ら

「
家
庭
」
欄
で
あ
る
。

ま
た
明
治
三
十
六
年
（
一
九
○
三
）
か
ら
同
四
十
二
年
（
一
九
○
九
）
ま
で
刊
行
さ
れ
た
堺

利
彦
主
宰
の
雑
誌
名
は
、
か
つ
て
刊
行
さ
れ
た
徳
富
蘇
峰
主
宰
の
雑
誌
名
と
同
じ
く
『
家
庭
雑

誌
』
で
あ
り
、
羽
仁
吉
一
・
と
も
子
主
宰
の
雑
誌
『
家
庭
之
友
』（
後
に
『
婦
人
の
友
』
と
改

題
）
は
明
治
三
十
六
年
（
一
九
○
三
）
に
創
刊
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
新
聞
に
お
い
て
も
、「
大
阪
毎
日
新
聞
」
が
「
家
庭
の
栞
」
欄
を
紙
面
に
設
け
た
の
が

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）、「
報
知
新
聞
」
が
「
婦
人
と
家
庭
」
欄
を
紙
面
に
設
け
た
の
が

明
治
三
十
四
年
（
一
九
○
一
）
で
あ
る
。

ま
た
大
手
出
版
社
で
あ
っ
た
博
文
館
が
「
家
庭
文
庫
」
を
、
吉
岡
書
店
・
宝
文
館
が
「
家
庭

全
書
」
を
刊
行
し
た
の
も
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
代
で
あ
る
。

こ
う
し
た
雑
誌
・
新
聞
・
単
行
本
の
現
象
を
み
る
と
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
代
に
「
家

庭
」
と
い
う
こ
と
ば
が
定
着
し
た
と
い
え
よ
う
。

７
　「
家
庭
」
と
教
育

先
に
あ
げ
た
『
家
庭
の
友
』
を
主
宰
し
た
羽
仁
吉
一
・
と
も
子
は
、
自
由
学
園
を
創
立
し
た

教
育
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。ま
た『
家
庭
雑
誌
』を
主
宰
し
た
徳
富
蘇
峰
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

評
論
家
と
し
て
知
ら
れ
、
同
じ
く
『
家
庭
雑
誌
』
を
主
宰
し
た
堺
利
彦
は
社
会
主
義
者
と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
『
家
庭
雑
誌
』
に
つ
い
て
西
川
祐
子
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
（
注
15
）。

徳
富
蘇
峰
と
堺
利
彦
の
二
人
の
男
性
が
主
宰
し
た
同
じ
題
名
の
二
つ
の
雑
誌
の
、発
行
の

時
期
と
思
想
的
な
立
場
は
異
な
る
が
、（
中
略
）、
明
治
政
府
の
言
う
「
家
」
制
度
に
も
と

づ
く
家
族
国
家
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。徳

富
は
「
家
」
で
は
な
く
「
家
庭
」
を
国
民
国
家
の
基
礎
単
位
と
み
な
し
、
未
来
の
国
民
を

育
て
る
場
と
し
て
重
視
し
た
。
堺
も
ま
た
「
家
庭
」
か
ら
社
会
主
義
思
想
が
育
つ
こ
と
を

願
っ
た
。
共
に
家
庭
は
政
治
的
思
想
の
実
現
の
場
と
さ
れ
て
い
る
。

前
掲
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
が
記
す
よ
う
に
、「
従
来
の
日
本
の
封
建
的
な
家
の

あ
り
方
を
改
革
し
て
西
洋
風
の
新
し
い
生
活
様
式
を
求
め
る
時
期
」
に
「
家
庭
」
と
い
う
こ
と

ば
は
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
未
来
の
国
民
を
育
て
る
場
」
と
い
う
意
識
が
あ
る
場
合
が

あ
っ
た
。

「
家
庭
」
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
前
掲
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
に
よ
れ
ば
「
夫

婦
・
親
子
を
中
心
に
し
た
血
縁
者
の
生
活
す
る
最
も
小
さ
な
社
会
集
団
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
男
性
も
含
ま
れ
る
。「
庭
訓
」
は
『
論
語
』
か
ら
出
た
こ
と
ば
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
も

と
も
と
は
父
が
子
に
示
す
教
訓
で
あ
り
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
家
庭
指

南
』
も
、
父
親
が
子
に
教
え
を
伝
え
る
入
門
書
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
家
政
」「
家
事
」
を
つ
か
さ
ど
る
の
は
女
性
で
あ
り
、「
家
庭
」
は
主
に
女
性
が

活
動
す
る
場
で
あ
っ
た
。
先
に
あ
げ
た
吉
岡
書
店
・
宝
文
館
の
「
家
庭
全
書
」
の
う
ち
の
一
冊

で
あ
る
樗
渓
道
人
編
『
家
庭
の
快
楽
』（
明
治
三
十
五
年
（
一
九
○
二
））
に
は
「
家
庭
の
中
心

は
主
婦
に
あ
り
」
と
あ
る
（
四
頁
）。「
家
庭
全
書
」
は
女
性
を
対
象
と
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、

『
明
治
礼
式
』『
育
児
の
栞
』『
婦
女
の
玉
章
』『
茶
の
湯
栞
』『
裁
縫
と
手
芸
』『
和
洋
料
理
』『
明

治
書
翰
文
』『
旅
の
し
る
べ
』『
生
花
と
盆
石
』『
家
政
一
班
』『
家
庭
の
快
楽
』『
家
庭
の
教
育
』

が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
博
文
館
の
「
家
庭
文
庫
」
も
、『
女
子
書
翰
文
』『
女
子
普

通
礼
式
』『
詠
歌
の
栞
』『
料
理
手
引
草
』『
婦
女
家
庭
訓
』『
母
親
の
心
得
』『
家
事
要
訣
』『
女
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子
手
芸
要
訣
』『
女
子
普
通
文
典
』『
作
文
の
栞
』『
女
子
遊
戯
の
栞
』『
女
子
習
字
帖
』
か
ら
成

り
、
女
性
の
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
代
に
大
倉

書
店
は
、「
楽
し
き
家
庭
に
は
必
要
な
も
の
で
す
」
と
い
う
宣
伝
文
句
が
付
く
『
日
本
女
礼
式
』

『
女
訓
之
栞
』
な
ど
を
、
ま
た
「
御
婦
人
方
の
読
み
も
の
」
と
し
て
『
家
庭
十
二
ヶ
月
料
理
法
』

『
家
庭
編
物
全
書
』
な
ど
を
刊
行
し
て
い
る
。

「
家
庭
全
書
」
の
一
冊
に
『
家
庭
の
教
育
』
が
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
親
が
子
に
お
こ
な
う
教

育
の
担
い
手
も
「
母
親
」
が
中
心
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
横
山
雅
男
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
（『
婚
姻
論
』
明
治
二
十
年
（
一
八
六
七
）、
女
学
雑
誌
社
。
七
頁
）。

　
家
庭
教
育
は
母
親
た
る
も
の
ゝ
専
ら
負
担
す
べ
き
義
務
否
造
化
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
る
先
天

の
義
務
と
云
ふ
べ
き
な
り
。

ま
た
大
町
桂
月
（
芳
衛
）
も
「
女
子
の
天
地
は
、
せ
ま
き
家
庭
也
」「
女
子
は
一
面
に
於
て
、

家
庭
の
教
育
者
也
」（『
女
学
生
訓
』
明
治
三
十
六
（
一
九
○
三
）、
博
文
館
。
十
二
頁
）
と
し
、

「
家
庭
は
女
子
の
活
動
場
也
。
子
弟
の
教
育
上
、
或
点
に
は
、
学
校
教
育
に
ま
さ
る
も
の
あ
る

処
也
」（『
雑
木
林
』
明
治
四
十
年
（
一
九
○
七
）、
博
文
館
。
三
十
五
頁
）
と
し
て
い
る
。

家
庭
教
育
は
、も
と
も
と
は
父
親
の
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、明
治
に
な
っ
て
母
親
の
す
る

も
の
と
い
う
認
識
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

８
　
良
妻
賢
母
主
義

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
「
家
庭
」
の
「
庭
」
は
、「
教
育
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、「
家

庭
」は
生
活
の
場
で
は
あ
る
も
の
の
、教
育
、特
に
母
親
が
お
こ
な
う
教
育
の
場
で
も
あ
っ
た
。

で
は「
家
庭
」に
は
ど
の
よ
う
な
教
育
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
た
の
か
。大
正
二
年（
一

九
一
三
）
九
月
、
楓
女
子
（
小
細
た
か
子
）
編
『
家
庭
裁
縫
の
栞
』（
岡
田
文
祥
堂
）
が
刊
行

さ
れ
る
。
そ
れ
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
一
頁
）。

本
書
は
裁
縫
の
道
を
説
く
こ
と
を
主
と
し
た
り
と
雖
も
是
れ
に
添
ふ
に
其
余
技
及
び
婦
人

の
日
曜
修
む
べ
き
滋
孝
を
以
て
す
、蓋
し
編
者
の
意
は
婦
人
を
し
て
独
り
斯
道
を
学
ば
し

む
る
に
止
ま
ら
ず
、其
傍
ら
良
妻
賢
母
た
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
れ
ば
な
り
、要
は
書
中

の
一
字
一
句
を
宜
し
く
咀
嚼
す
べ
し

「
家
庭
裁
縫
」
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
「
良
妻
賢
母
」
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
い
う
の
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
良
妻
賢
母
主
義
教
育
」
で
あ
る
。
お
お
か
た
の
女
子
教
育
が
「
良
妻
賢
母

主
義
教
育
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
注
16
）。

と
す
れ
ば
、
婦
人
向
け
ラ
ジ
オ
講
座
も
「
良
妻
賢
母
の
育
成
」
と
い
う
目
標
を
持
つ
こ
と
は

な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
９
　
お
わ
り
に

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）、
後
藤
新
平
は
、
東
京
放
送
局
初
代
総
裁
と
し
て
開
局
式
挨
拶

を
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
日
本
で
初
め
て
の
放
送
理
念
論
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
（
注
17
）。

　
　後

藤
新
平
が
述
べ
た
放
送
事
業
の
四
つ
の
機
能
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
文
化
の
機
会
均
等

②
家
庭
生
活
の
革
新

③
教
育
の
社
会
化

④
済
機
能
の
敏
活

こ
の
四
つ
の
機
能
に
つ
い
て
、
有
山
輝
雄
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
注
18
）。

こ
れ
ら
四
つ
の
機
能
は
、放
送
に
よ
る
聴
衆
者
の
啓
蒙
、煎
じ
つ
め
れ
ば
社
会
の
同
質
化

で
あ
る
。

（
中
略
）

後
藤
も
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
放
送
政
策
が
、
こ
う
し
た
方
向
に
進
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

と
す
れ
ば
、「
家
庭
講
座
」
は
、
そ
れ
を
聴
く
女
性
達
が
、
同
質
の
「
良
妻
賢
母
」
に
な
る
よ

う
に
啓
蒙
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

最
初
の
講
座
が
「
家
庭
講
座
」
で
あ
っ
た
の
に
は
、
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。「
家
庭
」
は
、
戦
前
の
「
ラ
ジ
オ
放
送
」
で
お
こ
な
わ
れ
る
「
講
座
」
を
冠

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
用
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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注１
　
野
村
和
「
昭
和
初
期
の
ラ
ジ
オ
が
提
供
し
た
『
婦
人
向
け
』
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
」『
日
本

社
会
教
育
学
紀
要
』
四
十
号
、
平
成
十
六
年
（
二
○
○
四
）。

２
　
こ
の
場
合
の
「
国
民
教
化
」
と
は
、「
国
（
も
し
く
は
国
政
を
な
す
政
治
家
）
に
と
っ
て

都
合
の
よ
い
方
向
に
教
え
導
く
」と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。も
ち
ろ
ん「
国
」

に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
方
向
が
「
国
民
」
に
と
っ
て
も
よ
い
か
否
か
は
、
別
に
論
じ
ら
れ

る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
本
稿
で
は
ふ
れ
な
い
。

３
　
こ
こ
で
の
「
良
妻
賢
母
主
義
」
と
は
、
天
皇
を
頂
点
（
父
）
と
す
る
家
族
国
家
観
の
も
と

に
あ
る
女
子
教
育
の
政
策
理
念
の
意
。「
良
妻
賢
母
主
義
教
育
」
に
つ
い
て
は
、
永
原
和

子
「
良
妻
賢
母
主
義
教
育
に
お
け
る
「
家
」
と
職
業
」（『
日
本
女
性
史
４
　
近
代
』
昭
和

五
十
七
年
（
一
九
八
二
）、
東
京
大
学
出
版
会
）、
舘
か
お
る
「
良
妻
賢
母
」（『
講
座
女
性

学
１
　
女
の
イ
メ
ー
ジ
』
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）、
勁
草
書
房
）、
深
谷
昌
志
『
良

妻
賢
母
主
義
の
教
育
』（
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）、
黎
明
書
房
）、
小
山
静
子
『
良

妻
賢
母
と
い
う
規
範
』（
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）、
勁
草
書
房
）
ほ
か
の
先
行
研
究
が
あ

り
、
近
年
で
は
木
村
凉
子
『〈
主
婦
〉
の
誕
生
　
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』（
平
成

二
十
二
年
（
二
○
一
○
）、
吉
川
弘
文
館
）
が
「
良
妻
賢
母
」
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
中
嶌
邦
が
「
家
の
女
と
し
て
の
教
育
に
女
子
教
育
を
限
定
し
た
も
の
で
」「「
家
」

の
存
続
の
機
能
の
始
点
か
ら
教
育
が
行
わ
れ
」「
重
視
さ
れ
る
科
目
は
、修
身
で
あ
り
、家

事
・
裁
縫
・
礼
法
の
類
」（「
日
本
教
育
史
に
お
け
る
女
性
」『
女
性
学
を
つ
く
る
』
昭
和

五
十
六
年
（
一
九
八
一
）、
勁
草
書
房
）
と
す
る
の
に
従
う
。

４
　
本
文
は
『
群
書
類
従
第
九
輯
　
文
筆
部
』（
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）、
続
群
書
類
従
完
成

会
）
に
拠
る
。

５
　
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
３
　
万
葉
集
三
』（
平
成
十
四
年
（
二
○
○
二
）、
岩
波

書
店
）
に
拠
る
。

６
　
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
８
　
後
拾
遺
和
歌
集
』（
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）、
岩

波
書
店
）
に
拠
る
。

７

本
文
は
『
漢
文
大
系
第
一
巻
』（
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）、
増
補
五
版
、
冨
山
房
）

に
拠
る
。

８

本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系34

　
太
平
記
一
』（
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
○
）、
岩
波

書
店
）
に
拠
る
。

９

本
文
は
『
私
家
集
大
成
中
世
Ⅳ
』（
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）、
明
治
書
院
）
に
拠
る
。

10

本
文
は
横
山
重
他
編
『
貴
重
古
典
籍
叢
刊
４
　
新
撰
菟
玖
波
集
　
実
隆
本
』（
昭
和
四
十

五
年
（
一
九
七
○
）
角
川
書
店
）
に
拠
る
。

11

本
文
は『
最
上
義
光
注
　
里
村
紹
巴
加
筆
　
連
歌
新
式
』（
平
成
二
十
一
年（
二
○
○
九
）、

最
上
義
光
歴
史
館
）
に
拠
る
。

12

本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
第
一
巻
勅
撰
集
編
歌
集
』（
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）、
角

川
書
店
）
に
拠
る
。

13

明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
三
月
一
日
、
創
刊
。
発
行
所
は
庭
訓
社
、
編
集
人
は
小
島
左

久
雄
。

14
　
石
川
松
太
郎
校
注
『
庭
訓
往
来
』（
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）、
平
凡
社
、
東
洋
文
庫

２
４
２
）「
解
説
」
三
五
八
頁
。

15

西
川
祐
子
「
住
ま
い
の
変
遷
と
「
家
庭
」
の
成
立
」『
日
本
女
性
生
活
史
４
　
近
代
』（
平

成
二
年
（
一
九
九
○
）、
東
京
大
学
出
版
会
）。

16

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
「
注
３
」
参
照
。

17

日
本
放
送
協
会
編
『
日
本
放
送
史
』（
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）、
日
本
放
送
協
会
）。

18

有
山
輝
雄
『
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
と
地
域
社
会
』（
平
成
二
十
一
年
（
二
○
○
九
）、
吉

川
弘
文
館
）
二
六
八
頁
。

　

（
平
成
23
年
６
月
７
日
受
付
）

（
平
成
23
年
８
月
１
日
採
録
）




